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不妊症または不育症の検査及び治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、

その費用の助成を行っています。 

 

<対象者> 次の要件をすべて満たす方です。 

① 医療機関において不妊症又は不育症と診断され、

医師の診断に基づいて不妊症または不育症の治療

を受けている方。 

② 婚姻の届出をしており（事実婚含む）、申請日時点

で申請者の住民票が１年以上磐梯町にある方。 

③ 申請者が属する世帯で町税等の滞納のない方。 

 

 <助成内容及び助成額> 

● 不妊症の検査料 

自己負担額に相当する額の全額 

● 不妊症の治療費 

継続した１回の治療に対し２０万円まで 

※令和５年４月より何回でも助成を受けられるようになりました。 

● 不育症の治療費 

継続した１回の妊娠期間の治療に対し、２０万円まで 

 

※ 治療内容によっては、福島県不妊治療支援事業・福島県不育症検査費用助成事業・福

島県不育症治療費助成事業でも助成を受けられます。その場合、県事業による助成を

優先させます。 

※ 文書料、入院室料等、助成の対象とならないものもありますので、ご確認ください。 

 

 <申請方法>  

必要書類をばんだいネウボラセンター（保健福祉センター）にご提出ください。 

原則として、治療終了日の属する年度内に申請をお願いします。 

 

 問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

 

 

 

 

 

 

 

１．妊娠に向けて 
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妊娠がわかったら、ばんだいネウボラセンター（保健福祉セ

ンター）で手続きをし、母子健康手帳をお受け取りください。 

事前にご連絡いただくと、手続きがスムーズです。 

「妊娠届出アンケート」の記入と、助産師または保健師の面談

後に母子健康手帳を発行します。 

妊娠中・出産後と、母子の健康状態を記録しておく大切な手

帳です。各種健診や予防接種などを受ける時に持参してくださ

い。 

 

 問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

 

母子健康手帳の交付時に『妊産婦健康診査受診票』を発行します。 

妊産婦一般健康診査に係る費用を公費負担するもので、県内の産婦人科医療機関で

妊婦健診１５回分と産後２週間健診、産後１か月健診が無料で受けられます。 

※里帰り出産等により、県外の医療機関で妊産婦健康診査を受けた場合は、後日償還  

払いとなりますので、ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター）までお問い合わ   

せください。 

 

 問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

 

母子健康手帳の交付時に『妊婦歯科健康診査受診票』を発行します。 

妊娠１６～２７週に１回、無料で磐梯町医療センターにおいて歯科健診と口腔ケア指導

を受けることができます。 

 

 問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

 

妊娠中に RS ウイルスワクチンを接種することで、胎盤を通じて赤ちゃんへ抗体が移行

します。それにより、出生後の赤ちゃんが RS ウイルスに感染した際、重症化することを防

ぎます。母子健康手帳の交付時に『妊婦 RS ウイルス予防接種予診票』を発行します。 

妊娠 28 週〜36 週に 1 回接種します。 

令和 8 年 4 月から定期接種として、無料で接種できるようになりました。 

 

 問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

 

２．妊娠がわかったら 
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妊娠５か月となった日の属する月から出産の日の属する月までの、医療機関における

窓口負担はありません。 

 

 問合せ先：町民課 生活環境係 ☎0242-74-121５ 

 

令和６年１月１日から国民健康保険の被保険者で、令和５年１１月１日以降に出産する方

（または出産した方）が対象です。詳しくは町税務係へお問い合わせください。 

 

 問合せ先：総務課 税務係 ☎0242-74-1213 

 

 

国民年金第１号被保険者（２０歳以上６０歳未満の自営業者・農林業業者とその家族、

学生、無職の人）が出産された際、国民年金保険料が一定期間免除されます。納付した

場合と同じように将来の年金額に反映されます。 

スマホでの電子申請や、町役場の国民年金担当窓口、郵送でも手続きできます。 

＜母親＞ 

・ 産前産後免除期間 

出産予定日または、出産日の属する月の前月から４か月間。 

（多胎妊娠の場合は免除対象期間が別に設定となります。） 

・ 育児免除期間（令和 8 年 10 月から適応） 

産前産後免除期間から子が 1 歳になる誕生日の前月まで。 

＜父親＞ 

・ 育児免除期間（令和 8 年 10 月から適応） 

出産日の属する月から子が 1 歳になる誕生日の前月まで。 

 

 問合せ先：町民課 生活環境係 ☎0242-74-1215 
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＊＊＊低所得妊婦に対する初回産科受診料支援事業＊＊＊ 

  低所得の妊婦の経済的負担を軽減するため、妊娠の判定のための受診と検査の費用  

 を助成するとともに、出産・子育てに関する相談に応じ、継続的に支援を行います。 

  ＜対象者＞ 次の要件をすべて満たす方です。 

   ①受診日及び申請日時点で、磐梯町に住所を有している方。 

   ②住民税非課税世帯に属する方、生活保護世帯に属する方、これと同水準の方 

   ③所得の状況を確認するため、町が世帯の課税状況を確認することに同意する方 

   ④妊婦健康診査を受診する医療機関等の関係機関と町が支援に必要な情報を共有 

    することに同意する方 

  ＜助成内容＞  

妊娠判定に係る診察・検査等の費用 

1 回につき 10,000 円（同一年度内で 2 回まで） 

   ※妊娠判定までに数回受診した場合は、妊娠が判明した日の１回分です。 

   ※総合病院等で初診時にかかる「選定療養費」は対象外です。 

 

問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

 

＊＊＊妊婦にやさしい遠方出産支援事業＊＊＊ 

妊婦健診・出産時の交通費、出産準備のための宿泊費を助成します。 

＜対象者＞ 

① 居住地（里帰り先を含む）から最も近い 

出産施設まで概ね６０分以上の移動時間を要する方 

② 医学的な理由のため周産期母子医療センターで出産する必要がある場合、 

居住地から最も近い周産期母子医療センターまで概ね６０分以上の移動を要する方 

＜助成内容＞ 

【交通費】対象：妊婦本人分のみ 

・妊婦検診・出産に際して出産施設までの移動に要した費用（往復分） 

タクシー、鉄道、バスの場合：（かかった費用）×0.8  

・自家用車の場合：（1km あたり 50 円）×0.8  

【宿泊費】対象：妊婦本人分、同行者（磐梯町に住民票がなくてもよい）1 名分 

出産までの間、待機のために出産施設の近隣の宿泊施設で宿泊した場合 

※出産時の入院までの前泊分として、最大 14 泊分 

１泊あたり：かかった費用―2000 円（助成上限額 12000 円） 

＜申請に必要な書類＞ 

・助成金申請書  ・母子健康手帳  ・振込先口座がわかるもの 

・交通費、宿泊費が確認できる領収書（利用者氏名、利用日、料金の明細がわかるもの） 

 

問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-310１ 
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妊娠・出産・育児への不安を軽減し、安心して出産にのぞめるよう、母子

健康手帳交付時に、妊婦相談と今後の見通しや、利用できるサービスにつ

いてお話ししています。 

また、妊娠８か月を過ぎた頃、保健師または助産師が電話もしくは訪問

し、出産に備えての身体状況の確認や不安の相談等を行います。 

 

 

問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

 

  

✿✿ 妊娠中の過ごし方のポイント ✿✿ 

 

食 事  

 つわりの出方は様々です。ご飯、みそ汁、おかず、果物など、和食中心に

食べましょう。  

 便秘に注意し、水・ノンカフェインのお茶などで水分摂取をしましょう。 

 

生 活  

 妊婦健診は必ず受けましょう。 

 母性健康管理指導事項連絡カードを活用しましょう。 

  （つわり、お腹の張り等の妊娠中の症状により仕事に支障が出る場合、職

場で必要な処置を講じてもらうことができます） 

 十分な睡眠や休息をとりましょう。 

 禁煙、禁酒をしましょう。 

 歯科受診で口の中の環境を整えましょう。 

       （妊娠中は歯肉炎や虫歯のリスクが高くなります。歯周病は、早産や低体

重児出産のリスク因子となる可能性があります） 

 姿勢を正しく保ちましょう。 

（お腹が大きくなり姿勢が悪くなると、腰痛の原因になります） 

 出産前からチャイルドシートを準備しましょう。 



- 7 - 

 

 

 

 

＊ 届出期間 

生まれた日を含めて１４日以内 

＊ 届出人 

父または母（父母が届出人になれない場合は、同居者、医師でも可能） 

＊ 届出地 

本籍地、届出人の住所地、生まれたところのいずれかの市区町村窓口へ 

＊ 届出に必要なもの 

① 出生届（出生証明書） 

② 母子健康手帳 

  

★注意★子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらが

な・カタカナです。 

 

問合せ先：町民課 生活環境係 ☎0242-74-1215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．赤ちゃんが生まれたら 

 

 

●出生届時に役場窓口（町民課）で行う主な手続 

 

 出生届（住民登録・戸籍記載） 

 マイナンバーカード特急申請（希望者のみ） 

 誕生祝金支給申請（Ｐ１０） 

 出産育児一時金（※国民健康保険加入者のみ Ｐ１０） 

※ 社会保険加入の方は、勤務先または健康保険組合、共済組合等にお問い合わせ

ください。   

 児童手当の申請（Ｐ１８） 

 国民健康保険加入手続き（該当者のみ） 

 子ども医療費助成の申請（Ｐ１８） 

 ファミたんカード交付申込（※母子手帳交付時に発行されなかった場合のみ。Ｐ１８） 

 

手続きに時間がかかりますので、 

できるだけ時間に余裕をもってお越しください。 
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保健師または助産師がご家庭を訪問し、体重測定・育児相談・育児に関する情報を提

供します。 

対象：生後２か月頃までの全ての赤ちゃん。 

訪問日時：出生届の提出後、訪問日時の連絡をいたします。 

 

 問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

 

母子健康手帳交付時に『新生児聴覚検査受検票』を発行いたします。新生児を対象に

行う「耳のきこえ」の検査費用の助成を受けることができます。

指定医療機関での初回検査・確認検査・再確認検査の助成を行っております。 

※ 里帰り出産等により、県外の医療機関で検査を受けた場合は、後日償還払いとな

りますので、お問い合わせください。 

 

 問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

 

＊＊＊１か月児健診費用助成＊＊＊ 

  母子健康手帳交付時に『１か月児健康診査受診票』を発行いたします。生後１か月児健診

の助成を受けることができます。 

※ 令和７年４月１日以降に出生された方が対象です。 

※ 里帰り出産等により、県外の医療機関で１か月健診を受けた場合は、後日償還払

いとなりますので、お問い合わせください。 

 

問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

 

＊＊＊町助産師による乳房ケア・授乳相談＊＊＊ 

 町助産師が、訪問またはばんだいネウボラセンター（保健福祉センター）において、乳房マ

ッサージ、授乳相談を行っています。 

 乳腺炎、断乳のケアについて、随時ご相談を受け付けています。 

 妊娠中からの相談もできます。 

 

問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 
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＊＊＊産後ケア事業＊＊＊ 

   助産院または産科医療機関に滞在して、出産後のお母さんをサポートします。 

お母さんの疲れた身体と心をゆっくり休ませ、一人ひとりに合ったケアを受けることが 

できます。 

◆事前にばんだいネウボラセンターへの申請が必要です。 

 

＜利用できる方＞ 

下記の項目にすべて当てはまる方 

・ 産後１年未満のお母さんとお子さん 

・ 磐梯町に住民票のある方 

・ お母さんの体調や育児などに不安のある方   

※兄弟同伴での利用はできません 

 

 ＜利用できない方＞ 

・ お母さんとお子さんのいずれかが感染症にかかっている方 

・ お母さんに入院加療の必要がある方 

・ 医療的介入が必要な方 

 

＜内容＞ 

・ 授乳の仕方 

・ 母乳育児の進め方 

・ 沐浴の仕方 

・ お子さんとの関わり方を助産師に教わることができます。 

・ 一時的にお子さんを預けることで、お母さんがゆっくりと休むことができます。 

 

 利用期間 利用時間 利用料金（税込） 

宿泊 

ケア 
最大７日間 ― 

・ 無料 

・ 食事代自己負担 

（ふたごの場合も同額） 

日帰り 

ケア 
最大７日間 

10：00～ 

16：00 

・ 無料 

・ 昼食の提供がある場合は、昼食代自

己負担（提供がない場合は持参） 

（ふたごの場合も同額） 

※ 詳細はお問い合わせください。 

 

 問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 
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お子様の誕生・入学をお祝いし、町からお祝い金を支給します。 

○誕生祝金 

＜支給要件＞ 

① 出生児の父または母が、対象児の出生前６か月以上磐梯町に居住

している 

② 出生児と父母が、出生後１か月以上磐梯町に居住している 

③ ①・②の条件を満たし、磐梯町に居住の実態がある 

④ 町税・使用料・手数料・分担金等に滞納がない 

⑤ 磐梯町に定住する意思がある（３年以上） 

 

＜支給額＞ 

・第一子 １０万円  ・第二子 １０万円  ・第三子以降 ２０万円 

 

○入学祝金 

（平成３１年３月３１日までに出生し、誕生祝金を受給したお子様は入学祝金の対象外とな

ります）※支給は小学校及び中学校への入学確定後となります。 

 

＜支給要件＞ 

① 磐梯町に居住の実態がある 

② 町税・使用料・手数料・分担金等に滞納がない 

③ 磐梯町に定住する意思がある（３年以上） 

 

＜支給額＞ 

  ・小学校入学時 １０万円  ・中学校入学時 １０万円 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

 

 

国民健康保険に加入されている方が出産した際は、出産児１人につき５０万円の一時

金が支給されます。 

その他の健康保険に加入している方は、勤務先等にご確認ください。 

※医療機関で出産費用を全額支払わなくてもいい「直接支払制度」がありますのでお問

合せください。 

 

問合せ先：町民課 生活環境係 ☎0242-74-1215 

４．出産・育児の経済的支援 
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妊婦のための支援給付  

出産・育児品購入等の経済的負担を軽減するための経済的な支援に合わせて、妊娠・

出産・子育て期を安心して過ごしていただくため、保健師や助産師の面談などを行う「伴

走型相談支援」を合わせて実施します。 

 

 「妊婦支援給付金」 

１． 妊婦支援給付金 1 回目（母子手帳交付時） 

  妊婦 1 人あたり５万円  

※妊娠届出時の面談の際に、申請書をお渡しします。 

２． 妊婦支援給付金 2 回目（出生後） 

 こども１人あたり５万円  

※赤ちゃん訪問時に、申請書をお渡しします。 

※流産・死産の方も対象となります。 

 

  いずれも、申請日時点で磐梯町に住民票のある方が対象です。 

  申請者は、妊婦・産婦に限ります。 

   

 「伴走型相談支援」  

妊娠・出産・子育てについての相談を行います。 

① 妊娠届出時（ばんだいネウボラセンターでの面談） 

② 妊娠８か月頃（ばんだいネウボラセンターまたは訪問での面談） 

③ 赤ちゃん訪問時（訪問での面談） 

 

問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎７３－３１０１ 

 

 

働いていた女性が出産のために仕事を休み、勤務先から給与を受けられないときに

申請により支給される手当金です。本人名義の社会保険（国保は対象外）に加入している

ことが条件です。 

 

問合せ先：勤務先もしくは健康保険組合、共済組合等  

 

 

育児休業を取得したときは、一定の条件を満たした場合、雇用保険から休業前賃金の

５０％が２か月ごとに支給されます。 

詳しくは勤務先もしくは健康保険組合、共済組合等にお問い合わせください。 

 

問合せ先：勤務先もしくは健康保険組合、共済組合等  
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５．子どもの健康・医療 
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夜間、急にお子さんの身体の具合が悪くなった場合に、電話により医師・看護師等に

相談ができ、家庭で可能な対処方法などについてのアドバイスを聞くことができます。

また、必要に応じ受診可能な医療機関の案内をします。 

 

 相談時間  毎日 １８：００ ～ 翌朝８：００  

      （対応者：看護師、保健師、医師） 

電話番号  短縮ダイヤル＃８０００ 又は 

      ０２４－５２１－３７９０（アナログ回線） 

月～土（１４：００～２２：３０）

日、祝（１８：３０～２２：３０） 

        （変更になる場合あり）  

診察時間      １９：００～２３：００ 

診療科目 ： 内科・小児科系 

住所：会津若松市山鹿町１番２２号  

※詳しくは会津若松医師会ＨＰ：http://www.aizu.fukushima.med.or.jp/ 

問合せ先：夜間急病センター ☎２８－１１９９ 
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 診療時間  ８：３０～１８：００（12：00～14：00 昼休み）  

診療科目 ： 内科・小児科・整形外科・歯科 ほか 

※歯科を除き、２４時間３６５日医師が常駐しており、夜間を含め、土日祝日の  急病

に対応しています。 

問合せ先：磐梯町医療センター ☎７３－２１１０ 

 

 

親子の病気やケガなどの参考ホームページ 

『こどもの救急』（社）日本小児科学会 

https://kodomo-qq.jp/ 

『健康の森』日本医師会 

          https://www.med.or.jp/forest/ 
日本赤十字社 

    http://www.jrc.or.jp/activity/study/safety/index.html 
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法律で受けることが定められている予防接種で、全額公費負担です。 

種  類 対象者年齢 接種回数 

ロタウイルス 

ロタリックス 
生後６週～ 

２４週になる日まで 
２回 

どちらか一方を経口接種します。 

※令和２年８月１日生まれ以降の方が対象 

ロタテック 
生後６週～ 

３２週になる日まで 
３回 

五種混合 

（ジフテリア、百日せき、 

ポリオ、破傷風、ヒブ） 

生後２か月 

～７歳６か月未満 

初回３回、追加 1 回 

※四種混合ワクチンの未接種がある場合は、 

五種混合ワクチンで接種できます。 

※令和６年４月より、定期予防接種となりました。 

小児用肺炎球菌 生後２か月～５歳未満 
初回３回、追加 1 回 

※接種開始年齢により回数が異なります。 

Ｂ型肝炎 生後 2 か月～１歳未満 ３回  

ＢＣＧ 生後３か月～１歳未満 １回 

麻しん風しん混合（ＭＲ） 

【1 期】１歳～2 歳未満 

【2 期】５歳～7 歳未満 

（小学校就学前の 1 年間） 

１回ずつ 

水痘（みずぼうそう） １歳～３歳未満 
２回 
※水痘にかかった場合、対象とはなりません 

日本脳炎１期 ３歳～７歳６か月未満 初回２回、追加１回 

日本脳炎２期 ９歳～１３歳未満 1 回 

二種混合 

（ジフテリア、破傷風） 
11 歳～13 歳未満 1 回 

ヒトパピローマウイルス 

感染症（HPV ワクチン） 

中学 1 年生～ 

高校 1 年生まで 

９価ワクチンを接種します。 

１５歳未満で接種開始（２回） 

１５歳以上で接種開始（３回） 

 

※ 赤ちゃん訪問等の際に、予防接種予診票をお渡しします。 

※ 麻しん風しん２期・日本脳炎 2 期・二種混合ワクチンの予防接種予診票は、対象年齢になりましたら

個人通知させていただきます。 

※ 主治医や保健師などとご相談のうえ、各自で予防接種の計画をたてましょう。 

※ 接種方法は個別接種です。各自で医療機関にご予約のうえ、予防接種をうけてください。 

※ 日本脳炎は対象年齢外でも公費負担で接種できる場合があります。詳しくはお問い合わせくださ

い。 

●対象年齢とは、それぞれの予防接種を受けるのに適した年齢であり、公費負担となる期間のことです。

対象年齢を過ぎてしまうと実費となりますので、期間内に受けてください。 

（令和８年４月現在） 
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個人の希望により接種する予防接種で、町独自の助成があります。 

種  類 助成対象年齢 接種回数・助成額 申込み 

インフルエンザ 
生後６か月以上 

６４歳以下の方 

毎年接種 

【接種回数】 

○ 不活化ワクチン（注射） 

１回目の接種時点で 

生後６か月以上１３歳未満 ２回 

１３歳以上６４歳以下     １回 

○ 経鼻弱毒生ワクチン（点鼻） 

２歳以上１８歳以下      １回 

【助成額】 全額（１人年１回） 

直接医療機関

へ予約 

新型コロナウイルス 
生後６か月以上 

64 歳以下の方 

毎年接種 

【接種回数】 １回 

【助成額】 実施医療機関が定める接種額から 

自己負担額５，０００円を差し引いた額） 

直接医療機関 

へ予約 

※ 助成対象期間等、詳細については、町ホームページ、コドモンでお知らせいたします。 

※ 任意予防接種は他に、おたふくかぜがあります。（公費負担はありません。） 

 問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 
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委託施設にて、一定期間お子さんの一時預かりや母子での滞在を行う事業です。 

 お子さんの一時預かり 母子利用 

利用条件 保護者の疾病、育児疲れ、 

慢性疾患児の看病疲れ、 

育児不安、出産、看護、 

事故、災害、冠婚葬祭、 

出張、学校などの公的行事への 

参加などにより、お子さんの療育が

一時的に困難となった場合 

お子さんとの関わり・養育について

支援を希望する場合、 

リフレッシュが必要な場合 

対 象 者 磐梯町に住所のある、 

満２歳から１８歳までのお子さん 

磐梯町に住所のある、 

母親と０歳から１８歳までのお子さん 

利用期間 1 回につき 7 日以内 1 回につき 7 日以内 

＜利用料金＞ 

 

子 

生活保護世帯・ひとり親世帯等で非課税世帯 0 円／日 

非課税世帯・ひとり親世帯等で課税世帯 ９００円／日 

その他の世帯 ２，２００円／日 

母 全世帯 0 円／日 

・１日あたり、かつお子さん１人あたりの金額です。 

・食事（1 食 400 円）、おむつ代等の実費は別途かかります。 

・園や学校等への送迎については、委託施設と相談の上、対応します（送迎費用は町負担）。 

＜委託施設＞ 

母子生活支援施設 「はる」 会津若松市藤原二丁目 22 番地２ 

※利用を希望される方は、事前にばんだいネウボラセンターご相談ください。 

 

問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎７３－３１０１ 

 

        

 妊産婦や乳幼児のいるご家庭で、様々な理由から子育てなどに不安を抱え、支援が必要

とされる場合に、町の保健師または助産師が定期的に訪問し、必要な支援を行う事業で

す。お困りの方はご相談ください。 

 

問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎７３－３１０１ 

 

        

 妊産婦や 18 歳までのいるご家庭で、家事や子育てなどに不安を抱え、特に支援が必要

と認められる場合に、訪問支援員が訪問し、家事や育児の支援を行う事業です。お困りの

方はご相談ください。 

 

問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎７３－３１０１ 
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高校生年代まで（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで）の子どもを養育して

いる方を対象に支給される手当です。所得制限が撤廃され、所得制限限度額及び所得上

限限度額を超過していた方も支給対象になります。 

＜支給月額＞  

３歳未満                 １５，０００円 

３歳以上高校生年代まで（第１・２子）   １０，０００円 

第３子以降                 ３０，０００円 

＜支 給 月＞ 

４月・６月・８月・１０月・１２月・２月 

＜現 況 届＞ 

   原則不要となりましたが、届け出が必要な方には「現況届」を送付します。 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

 

 

子育て世帯の医療費のうち、保険診療の自己負担分を公費で負担します。治療用装具

（コルセット）や小児用弱視等の治療用メガネ、入院時の食事療養費等についても対象で

す。所得制限はありません。 

＜対 象 者＞出生の日から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子ども 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

 

 

出生体重が２，０００グラム以下の未熟児や生理的に種々の未熟性があり、家庭保育

が困難な乳児で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたものに対

して医療費の給付をおこないます。 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

 

社会全体で子育て家庭を応援しようと、全国の協賛店で割引 

などの様々なサービスを受けることができます。 

※母子健康手帳交付の手続き時に発行します。 

協賛店は福島県ＨＰファミたんカードのページから検索できます。 

 

  問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

 

 

６．手当・助成 



- 19 - 

 

 

 

ひとり親家庭に対する自立を支援するため、１８歳未満の子どもを養育している方に

支給されます。（お子さんに障がいのある場合は２０歳まで） 

ただし、所得制限（扶養義務者を含む）があります。 

＜支 給 月＞ 

該当すると下記のとおり支給されます。 

  １月、３月、５月、７月、９月、１１月 

 

 引き続き受給するためには、毎年８月に所得状況届の提出および面談が必要です。 

 ※金額は別途お問い合わせください。 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

 

１８歳（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日）

までのお子さんを養育している、ひとり親とお子さん

の医療費の一部を公費で負担します。 

＜助成内容＞ 

医療機関で支払った保険診療の自己負担分のう

ち、同一受診月毎に１世帯の自己負担額を合計して

１,０００円を超えた場合、１,０００円を超えた額を助成

します。 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

 

 

子育てと両立させながら、自分に合った職場で安心して働きたい、そんなひとり親の

方々を全力で応援します。経験豊富な相談員が時間をかけて面談し、一人一人の適性、

条件に合った働き方を提案します。応募書類の添削、採用面接対策や、自立のための「母

子・父子自立支援プログラム」の策定等きめ細かなサポートを行います（無料）。 

◇受付時間 

月曜日～金曜日９時～17 時（祝日、年末年始を除く） 

※ 時間がとれないひとり親の方のため、土曜日、日曜日、夜間も対応します（要事前

予約）。 

※ 出張面談も可能です（要日程調整）。 

◇ホームページ：https://support-tonet.net/ 

 

問合せ先：福島県母子家庭等就業・自立支援センター ☎0120-650-110 

７．ひとり親家庭への支援 
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経済的な自立や子どもの修学などに必要な資金を借りることができます。母子・父子

自立支援員が資金の借入や償還の相談に応じます。貸付の種類には、修学資金・生活資

金・修学支度資金など１２種類の内容があります。 

 

問合せ先：会津保健福祉事務所 児童家庭支援チーム ☎0242-29-5278 

 

雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が就職に役立つ講

座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度です。 

受講開始前に、事前に相談する必要があります。 

 

問合せ先：福島県こども未来局児童家庭課 ☎024-521-7176 

 

 

母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために専門的な資格取得（看護

師や介護福祉士等）を目的とし、1 年以上養成機関で修業する場合に給付金を支給する

制度です。 

事前に相談する必要があります。 

 

問合せ先：福島県こども未来局児童家庭課 ☎024-521-7176 

 

 

ひとり親世帯で就学に関して経済的に困難な生徒に月額 3 万円を支給します 

（返還不要・他制度と併用可）。 

◆全国で 400 名程度 

◆対象：中学 3 年生、高校等１～３年生 

◆詳細は「全母協」で検索してください。 

 

問合せ先：一般財団法人 全国母子寡婦福祉団体協議会 

 

 

母子・父子自立相談員が、ひとり親家庭の自立へ向けた様々な相談を受付けています。

例えば、ひとり親家庭への貸付金の相談や子育ての悩みなど。 

また、就業相談や求人情報の提供等を行う「ひとり親家庭就業支援専門員」も配置して

おります。 

 

問合せ先：会津保健福祉事務所 児童家庭支援チーム☎0242-29-5278 
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心身の発達・発育が気になるお子さんの相談などを、随時、保健師・助産師がお受け

しています。また、ご希望に応じて、「臨床心理士（心理士）」「作業療法士」への相談をす

ることもできます。相談希望がある場合はご連絡ください。 

 

 問合せ先：ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） ☎0242-73-3101 

障がいがある子や発達が気になるお子さんについて、相談支援員が相談に応じま

す。電話、対面での相談が可能です。 

 住所：猪苗代町大字長田字西五十滝 3967-1（福島県ばんだい荘あおば内） 

 

問合せ先：地域生活支援センターいなわしろ ☎0242-９３-８０１１  

身体や精神に政令で定める障がい（等級あり）を有する２０歳未満の児童を養育して

いる方に支給されます。ただし所得制限があるほか、施設に入所している場合や児童

が障がいを理由とした公的年金を受けることができる場合は対象外となります。 

＜支 給 月＞ 

 該当すると下記のとおり支給されます。 

  ４月、８月、１１月 

 

  引き続き受給するためには、毎年８月に所得状況届の提出および面談が必要です。 

  ※金額は別途お問い合わせください。 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

 

心身に重度の障がいがあるため、常に介護を必要とする２０歳未満のお子さんに支

給されます。ただし所得制限があるほか、施設に入所している場合や児童が障がいを

理由とした公的年金を受給している場合は対象外となります。 

 

 ＜現況届＞引き続き受給の要件確認のため、毎年８月に現況届の提出が必要です。 

※金額は別途お問い合わせください。 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

８．障がい・発達が気になるときは 



- 22 - 

 

身体に一定の障がいがあるか、治療を行わないと将来障がいを残すと認められる１

８歳未満のお子さんが、手術等により確実な治療効果を期待できる場合に、その医療費

の自己負担分を一部公費で負担します。ただし所得制限があります。 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

 

身体障害者手帳の交付対象とならない難聴のお子さんの保護者の方に、補聴器購入

等費用の一部を助成します。 

＜対象者＞要件をすべて満たす対象児童の保護者 

① 磐梯町に住所を有する１８歳未満の児童。 

② 両耳の聴力レベルが原則３０デシベル以上で身体障害者手帳の交付対

象とならないこと。ただし、補聴器の装用により言語習得に一定の効

果が期待できると医師が判断し、町が助成を決定した児童。 

③ 市町村民税所得割額が４６万円以上の者がいない世帯に属する方。 

④ 他の法令等に基づき補聴器購入等の助成を受けていない方。 

購入前に申請が必要です。事前にお問い合わせください。 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

放課後等デイサービス、短期入所、日中一時支援などのサービスが受けられます。利用

したい場合はご相談ください。（原則利用料の 1 割を負担していただきます。） 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 

 

身体上の障がいを補うために、補装具の購入または修理に要する費用の支給を行いま

す。身体障害者手帳の障がいの種類や程度に応じて支給されます。（原則利用料の１割を

負担していただきます。） 

 

問合せ先：町民課 保健福祉係 ☎0242-74-1215 
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   家庭における児童の養育、言葉の遅れ、しつけ、家族関係など、子どもに関する家庭内

のさまざまな問題について、専門員（児童福祉司等）が相談に応じます。相談は原則予約

制で、お申込は電話で受け付けます。 

  相談場所：会津児童相談所 

住所：会津若松市一箕町大字八幡字門田 1-3（会津大短期大学東側） 

 

問合せ先：会津児童相談所 ☎0242-23-1400 

 

 

虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。

 

 

なお下記のダイヤルでは、２４時間いつでも児童相談所の職員

が対応します。 

 ☎ １８９（いちはやく） 

連絡は匿名でも可能です。 

連絡者や内容に関する秘密は守られます。 

 

育児上の悩みや精神的な悩みなどの相談に主任保育士が応じます。 

 

 

問合せ先：保育所（子育て電話相談室） ☎0242-73-3395 

 

 

 

  

９．子育てに悩んだときは 
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磐梯町保育所 定員５０人 住所：大字磐梯字漆方１０６０－１ 

 

  磐梯町保育所の入所対象は、生後３か月から満２歳児です。 

子ども・子育て支援新制度により、「保育の必要性」について認定を 

受ける必要があります。 

※保育認定、入所手続きの詳細は、「保育所入所のご案内」をご覧ください。 

 

＜保育時間＞ □保育標準時間 （11 時間） ７：３０～１８：３０ 

    □保育短時間  （８時間） ８：３０～１６：３０ 

  ※保育認定を受ける事由により、保育サービスを利用できる時間が変わります。 

  ※日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）はお休みです。 

 

＜保 育 料＞ 前年分の市町村民税所得割額により決定します。 

◎ 保育料の多子軽減について 

中学３年生以下の範囲において最年長の子どもから順に第２子以降は無料とな

ります。※ただし、町税等に滞納がある場合は適用除外となります。 

＜４月新規入所＞ 毎年１１月に保育所で実施する説明会においで下さい。  

＜４月入所以外＞ 定員に空きがある限り、随時受付しています。（原則入所希望の３か月

前までに申し込み下さい。 

         ※事前相談のない年度途中の入所は、保育士の配置などにより希望通りに

入所できない場合があります。 

 

【２号・３号認定 保育料基準額表（保育標準時間・短時間とも）】 

世 帯 の 階 層 区 分 基準月額 

区分 定 義 ３歳未満 

第１階層 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む） ０円 

第２階層 
市町村民税非課税 ０円 

※うち、ひとり親世帯、障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯 ０円 

第３階層 
市町村民税所得割額     ４８，６００円未満 ７,０００円 

※うち、ひとり親世帯、障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯 ６,０００円 

第４階層 市町村民税所得割額     ９７，０００円未満 １０,０００円 

第５階層 市町村民税所得割額    １６９，０００円未満 ２０,０００円 

第６階層 市町村民税所得割額    ３０１，０００円未満 ２５,０００円 

第７階層 市町村民税所得割額    ３０１，０００円以上 ３０,０００円 

 

問合せ先：保育所 ☎0242-73-3133 

１０．保育所・幼稚園等の利用を希望するときは 
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家庭保育をしている保護者の冠婚葬祭や農繁期、育

児リフレッシュなどで一時的に保育が必要な場合、保育

所で一時的な預かり保育を実施しています。 

幼児教育無償化制度により、対象となる方は「保育が

必要」な認定を受ける必要があります。詳しくはお問い

合わせください。 

 

＜利用できる日時＞ 保育所開所日の開所時間内 

（基本時間８：３０～１６：３０） 

※ 事情により、早朝・延長保育ができます。 

＜利 用 料 金＞ １日２，０００円（町外者３，０００円 ※里帰り出産など） 

※ 給食費を含み、半日の場合は半額 

※ 早朝及び延長保育の場合は、それぞれ２００円（町外者３００円） 

の加算となります。 

＜手 続 き＞ 事前に電話で確認のうえ、利用したい１０日前までに申込書を保育

所に提出してください。 

 

問合せ先：保育所 ☎0242-73-3133 

  

 

磐梯幼稚園 定員１６０人 住所：大字磐梯字小原１８７２ 

入所対象は、３歳、４歳、５歳児です。 

 

＜保育時間＞  ９：００～１４：００ 

＜保 育 料＞  無 料  

（教材費・給食費・行事費などは保護者負

担となります） 

 

＜入園申込＞  毎年１１月の広報誌でお知らせいたしま

す。また幼稚園で実施する説明会にお

いで下さい。 

なお、子ども・子育て支援新制度により、１号認定を受ける必要があり

ます。 

途中入園は、定員に余裕がある限り、随時受付しています。 

 

問合せ先：幼稚園 ☎0242-73-3474 または 教育課 ☎0242-73-2017 
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幼児クラブ（幼稚園内）  住所：大字磐梯字小原１872 

幼稚園の保育時間前や降園後、休園日（日曜日、祝日、年末年始を除く）に、就労等

により家庭に保護者のいない園児が利用できます。 

 

＜開設時間＞ 

平日 幼稚園降園後 ～１８：３０ 

土曜日・長期休業日等幼稚園休業日 7：３０～１８：３０  

  ※日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）はお休みです。 

＜利 用 料＞ 無料  

※おやつ代は別途必要です。＜月 2,000 円、一時登録は 100 円/日＞ 

 

問合せ先：幼児クラブ ☎0242-73-2126 

 

 

磐梯町こども館（１年生〜２年生）  住所：大字磐梯字小原１９４７－１ 

磐梯町児童館（３年生〜６年生）  住所：大字磐梯字道割堂２６０ 

放課後及び土曜日に留守家庭となる児童が安心・安全に過ごせる「生活の場」です。 

子どもたちが家庭で過ごすのと同じように、友達と遊んだり、おやつを食べたり、学習し

たりしながら、放課後や長期休業期間を過ごします。一時利用も可能です。 

 

＜開設時間＞  

平日 授業終了後 ～１８：３０ 

土曜日・長期休業日等学校休業日 ７：３０～１８：３０  

  ※日曜日、祝日、振替休日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）はお休みです。 

＜利 用 料＞ 無料  

※おやつ代は別途必要です。＜月 2,000 円、一時登録は 100 円/日＞ 

 

問合せ先：こども館 ☎0242-23-4303 

児童館 ☎0242-73-4546 
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磐梯町では「学校選択制」を導入しており、学区は町内全区となっております。 

小学校は第一小学校と第二小学校のどちらの学校に通うかを選択することができます

ので、それぞれ見学やご相談をご希望の方はご連絡ください。 

 

磐梯第一小学校 住所：大字磐梯字水口２５２８ 

磐梯第二小学校 住所：大字大谷字屋敷前３３ 

磐梯中学校      住所：大字磐梯字仁渡９１４ 

 

問合せ先：教育課 ☎0242-73-2017 

 

 

「多様性と包摂性があたりまえにある世界を子ども

と大人でつくる」を基本理念とし、0 歳から 15 歳ま

でをつなぐ教育を行っています。 

「磐梯版ネウボラ」の一部として、幼稚園から小学校

へのつなぎを円滑にするための幼小かけはしプログラ

ムと、小学校から中学校へのつなぎを円滑にするため

の小中かけはしプログラムを充実させ目標に向けた教

育活動を実施しています。 

 

問合せ先：教育課 ☎0242-73-2017 

 

 

小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施を図るために、教育に係る費用の一

部を助成する就学援助という制度を設けています。 

また小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒または障がいのある児童・生徒（学

校教育法施行令第２２条の３に規定する障がいの程度に該当するもの）を対象に就学奨励

費を支給することができます。 

ただし、いずれも所得制限があります。 

 

問合せ先：教育課 ☎0242-73-2017 

  

１１．学校教育 
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小学校の就学にあたり、お子さんの成長や発達での心配がある保護者からのご相談を

随時受付しています。 

問合せ先：教育課 ☎0242-73-2017 

 

 

新年度に小学校へ入学する児童を対象に健康診断を行います。内容は医師による診察

や簡単な知的発達のチェック等で、就学前年の 10 月頃に実施します。 

 

問合せ先：教育課 ☎0242-73-2017 

 

 

まなびときばんだいは、磐梯町の全てのこども達のために用意された自主学習スペー

スです。 

＜対 象＞ 

磐梯町在住の小学生・中学生・高校生 

＜設 備＞ 

最大 13 席の個別デスク、デスクライト、iMac、Wi-Fi 

＜利用時間＞ 

平日・土日祝 9:00～20:00（臨時休館有。詳細はホームページをご覧ください） 

＜利用方法＞ 

利用者登録が必要です。 

ホームページの利用者登録フォームから登録してください。 

＜特 徴＞ 

スタッフによる学習指導。 

ネットワークと PC を設置し、デジタルによる様々な学びに対応。 

こども同士による教え合い・学び合い。 

入退室管理や衛生管理など、利用者の安全にも配慮。 

休憩スペースやトイレが隣接、長時間の利用もしやすい。 

＜ホームページ＞ 

https://manabitoki.bandai.education/ 

 

問合せ先：教育課 ☎0242-73-2017 

 

 

能力があるにも関わらず、経済的理由により修学困難と認められる高校生・大学生等

に奨学資金が貸与されます。奨学生は、応募者の中から書類選考の上決定されます。こ

の他、「高等学校就学支援金制度」「高校生等奨学給付金制度」があります。詳細は在学す

る学校にお問い合わせください。 

問合せ先：在学する学校 
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子育てと就労の両立を支援することを目的に、お子さんが

学校等で医師の診療が必要な体調不良となった際、保護者

等（父・母・祖父母等）がどうしても迎えに来られない場合の

み、保護者に代わって町の保健師等が「磐梯町医療センター」

まで同行し受診します。 

 

＜登録制となります＞ 

 保護者不在（迎えに来られない）の際の対応となるので、保護者の同意と児童の身体

情報等を付した申請が必要です。 

 

＜磐梯町医療センターでの受診について＞                               

診療とその後の見守りを保護者が迎えに来るまでの間行います。 

 

※ 令和６年度から「かかりつけ医」への同行は行っておりません。 

 

＜本支援事業での対応がとれない、または対象とならない場合について＞              

 ・インフルエンザ等の感染症（学校感染症）、及びその疑いがある場合 

 ・救急搬送された場合 

 ・磐梯町医療センター以外の医療機関（かかりつけ医）の受診を希望する場合。 

 

問合せ先：教育課 ☎0242-73-2017

１２．仕事中に子どもが体調不良に 



 
 

磐梯町の子育て支援の窓口   

 

磐 梯 町 役 場   （磐梯町大字磐梯字中ノ橋１８５５）  

町民課 保健福祉係 ℡ 0242-74-1215 fax0242-73-2115 

ばんだいネウボラセンター（保健福祉センター） 

  ℡ 0242-73-3101 fax0242-74-1377 

 

磐梯町教育委員会   （磐梯町大字磐梯字仁渡１０１８） 

教育課  教育係 ℡ 0242-73-2017 fax 0242-73-2449 

   幼稚園 ℡ 0242-73-3474 fax 0242-73-4010 

  保育所 ℡ 0242-73-3133 fax 0242-73-3395  

 幼児クラブ ℡ 0242-73-2126 fax 0242-73-4010 

   児童館 ℡ 0242-73-4546 fax 0242-73-4546 

 こども館 ℡ 0242-23-4303 fax 0242-23-4303 

    

磐梯町社会福祉協議会 （磐梯町大字磐梯字漆方１０５４） 

【民生児童委員・児童相談事業】   

 ℡ 0242-73-2181 fax 0242-73-2181 
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